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電気主任技術者について
（第二種電気工事士）

H30年入学者用
電気主任技術者・電気工事士になれば・・・・

火力・原子力・水力発電所、変電所、送配電線路 → 発電・送配電設備
工場、ビル、マンションなどの住宅 → 受電設備、配線設備

電気主任技術者は、これら電気設備の保安監督という仕事
に従事する。

電気工事士は、これら電気設備の安全を守るために工事が
できる。（電気工事は一定の資格のある人でなければ、電気
工事を行ってはならないことが、法令で決められています。）

電気主任技術者・電気工事士は社会的評価が高い資格と
言えるでしょう。

電気設備を設けている事業主は、工事・保守や運転などの
保安の監督者として、電気主任技術者を選任しなければなら
ないことが法令で義務づけられています。

電気主任技術者資格担当：金子先生，山納

電気主任技術者とは・・・

 電気設備における工事計画の立案

 電気設備の運用並びに維持

 電気設備における人的管理指導

 災害対策

 電気設備に関する事務的業務

電気主任技術者の仕事内容・・・

電気を送電し、配電する設備である電気工
作物（全国に数十万件）による事故や災害
を防止し、効率的な運用を行うために、電
気工作物の工事や維持、その運用の保安
と監督にあたることを仕事とする。

電気工事士とは・・・
 電気工事の欠陥による災害の
発生を防止するために、電気
工作物について電気工事の作
業に従事する者の資格が定め
られております。

第二種電気工事士の仕事内容・・・

 一般用電気工作物の電気工
事の作業

資格としての電気主任技術者
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資格としての電気主任技術者
電気主任技術者になるためのフローチャート

第二種電気工事士になるためのフローチャート

一次・二次試験が免除されるためには・・・

履修案内P.28およびP.52参照すること

その他、第二種電気工事士の筆記試験免除対象も可能です。
詳しくは、学務係に問い合わせてください。

＊実務経験とは・・・（会社などから実務経歴証明書を発行してもらう必要があります。）
実務経験として認められる職種は次のとおりです。
(1)５００Ｖ(*)以上の電気工作物（一般用電気工作物を除く）である発電設備（除：ダム、水路設備）、
変電設備、送電設備、配電設備、給電・遠隔制御等の設備（除：電力保安通信設備）、需要設備に関す
る工事・維持・運用の業務及びこれらの業務を監督指導する業務。
（*第２種については10kV以上、第１種については50kV以上）
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